
構造的な賃上げの実現  
賃上げ優遇策と付加価値の適正循環の両輪で 
今年の賃上げは例年以上に注目されていますが、政府も昨年秋の経済対策で、賃上げが高いスキル

の人材を惹きつけ、企業の生産性を向上させ、それが更なる賃上げを生むという「構造的な賃上げ」の

実現を掲げ、企業による賃上げの実現に向けた対応を強化しています。 

電機連合 総合産業・社会政策部門 

電機連合＠見える化通信 Vol.１３４（２０２３.２） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。

浅
野
議
員
が
構
造
的
な
賃
上
げ
を
問
う 

税
制
面
等
で
賃
上
げ
後
押
し 

中
小
企
業
へ
の
後
押
し 

賃
上
げ
を
可
能
に
す
る 

「
付
加
価
値
の
適
正
循
環
」
を 

  

２
０
２
３
年
２
月
の
内
閣
委
員
会
で
、
浅
野

さ
と
し
議
員
が
、「
構
造
的
な
賃
上
げ
」
が
実
現

し
な
か
っ
た
理
由
と
そ
の
解
消
策
を
問
い
か
け

ま
し
た
。
経
済
再
生
担
当
大
臣
か
ら
は
、
長
引
く

デ
フ
レ
の
中
で
企
業
行
動
が
慎
重
化
し
収
益
増

加
や
生
産
性
上
昇
に
見
合
う
分
配
が
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
と
の
認
識
が
示
さ
れ
、
中
小
企
業
等

の
生
産
性
向
上
支
援
や
価
格
転
嫁
対
策
、
補
助

金
制
度
な
ど
の
支
援
を
手
厚
く
し
て
い
く
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。 

   

す
で
に
、
昨
年
度
の
税
制
改
正
で
は
賃
上
げ

促
進
税
制
が
拡
充
さ
れ
、
法
人
税
の
控
除
率
が

大
企
業
向
け
は
最
大
20
％→

30
％
、
中
小
企
業

向
け
は
最
大
25
％→

40
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
（
図
表
１
）
。
た
だ
、
こ
れ
で
は
法
人

税
を
納
め
て
い
な
い
赤
字
企
業
に
は
減
税
効
果

が
及
び
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
今
年
度
の
税
制
改
正

で
は
、
赤
字
黒
字
を
問
わ
ず
に
、
生
産
性
向
上
や

賃
上
げ
に
資
す
る
設
備
投
資
を
行
っ
た
中
小
企

業
の
負
担
軽
減
を
目
的
に
、
固
定
資
産
税
の
特

例
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
（
図
表
２
）
。 

他
に
も
、
昨
年
４
月
か
ら
は
、
政
府
の
物
品
調

達
や
公
共
工
事
の
入
札
で
賃
上
げ
を
表
明
し
た

企
業
を
優
遇
す
る
仕
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い

ま
す

（
※
１
）

。
価
格
以
外
の
要
素
も
加
味
し
て
評

価
す
る
「
総
合
評
価
落
札
方
式
」
で
、
価
格
以
外

の
「
技
術
点
」
が
５
～
10
％
程
度
加
点
さ
れ
ま

す
。 

※
１ 

大
企
業
は
全
従
業
員
の
平
均
給
与
を
３
％
以
上
、
中
小
企
業

は
給
与
総
額
の
１
・
５
％
以
上
、
前
年
度
か
前
年
に
比
べ
て

増
や
す
こ
と
が
条
件
。 

   

さ
ら
に
、
中
小
企
業
向
け
に
は
、
既
存
の
補
助

金
制
度
の
枠
組
み
内
で
、
賃
上
げ
す
れ
ば
補
助

率
等
を
引
き
上
げ
る
仕
組
み
を
入
れ
る
こ
と
で
、

賃
上
げ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
施
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
表
３
）
。 

   

加
盟
組
織
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
紹
介
し
た

政
府
施
策
を
会
社
が
知
っ
て
い
る
か
、
活
用
し

て
い
る
か
な
ど
、
闘
争
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
賃
上
げ
を
進
め
る
に

は
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
担
う
そ
れ
ぞ
れ
の

企
業
が
適
切
に
付
加
価
値
を
確
保
し
、
そ
れ
を

人
へ
の
投
資
等
に
用
い
る
「
付
加
価
値
の
適
正

循
環
」
の
サ
イ
ク
ル
を
促
す
取
り
組
み
と
を
、
両

輪
で
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
電
機
連

合
で
は
、
引
き
続
き
加
盟
組
織
と
連
携
し
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

名称 目的・概要 賃上げ施策

①ものづく
り補助金

・中小企業等による生産性向上に資する革新
的サービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善を行うための設備投資を支援

・従業員数の規模により、設備投資の完了後
に100万～4,000万円を補助

・補助事業終了3～5年で大幅賃上げに取組む
事業者に対し、補助上限を100万円～1,000
万円を更に上乗せ。要件は、
①給与支給総額年平均６％増加、かつ
②事業場内最低賃金を年額45円以上引上げ、
を満たし、

賃上げに係る計画書を提出すること
・2023/1公募から実施

②事業再構
築補助金

・中小企業等が行う、ポストコロナ・ウィズ
コロナ時代の経済社会の変化に対応した、
感染症等の危機に強い事業への大胆な事業
再構築の取組を支援

・最低賃金枠/物価高騰対策・回復再生応援
枠/産業構造転換枠/成長枠/サプライ
チェーン強靭化枠、等の類型

【成長枠・グリーン成長枠の補助率引上げ】
・大規模賃上げ達成で、1/2→2/3へ引上げ。

要件は、
事業終了時点で
①給与支給総額＋６％以上
②事業場内最低賃金＋45円

・2023/3公募から実施

③ 事 業 承
継・引継
ぎ補助金

・事業承継を契機として新しい取り組み等を
行う中小企業等及び、事業再編、事業統合
に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等
を支援

・①経営革新事業/②専門家活用事業/③廃
業・再チャレンジ事業の３つがある

【経営革新事業の補助上限額引上げ】
・600万円のところ、一定の賃上げを実施する

場合において、800万円に引き上げ
・2022年度第2次補正予算で追加

参考URL：①https://portal.monodukuri-hojo.jp/、②https://jigyou-saikouchiku.go.jp/、③https://jsh.go.jp/r3h/

■図表１ 賃上げ促進税制のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：電機連合作成 

■図表２ 中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：政府資料より 

■図表３ 賃上げを後押しする中小企業向けの主な補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：電機連合作成 

教育訓練費が
20％以上増で

教育訓練費が
10％以上増で

雇用者全体の
給与総額が

前年度比1.5％
以上増で

継続雇用者の
給与総額が

前年度比４％
以上増で

継続雇用者の
給与総額が

前年度比３％
以上増で

雇用者全体の
給与総額が

前年度比2.5％
以上増で

大企業 中小企業

15％
控除

15％
控除

10％
控除

15％
控除

５％
控除

10％
控除


